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『
日
本
霊
異
記
』
と
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』

─
経
典
の
持
つ
「
力
」
を
め
ぐ
っ
て
─

山
口
敦
史

一
、
は
じ
め
に
─『
日
本
霊
異
記
』と『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』

　

弘
仁
年
間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
日
本
霊
異
記
』
が
海
彼
の
典
籍
の

影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
識
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
特
に
、『
冥
報
記
』
と
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
つ
い
て
は
、『
日

本
霊
異
記
』
上
巻
序
文
で
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

昔
、
漢
地
に
し
て
冥
報
記
を
造
り
、
大
唐
国
に
し
て
般
若
験
記
を

作
り
き
。
何
ぞ
、
唯
し
他
国
の
伝
録
を
の
み
愼
み
て
、
自
土
の
奇
事

を
信
じ
恐
り
ざ
ら
む
や
。
粤
ニ
起
ち
て
自
ら
矚
る
に
、
忍
び
寝
ム
コ

ト
得
ず
。
居
て
心
に
思
ふ
に
、
默
然
ル
コ
ト
能
は
ず
。
故
に
聊
か
に

側
ニ
聞
け
る
こ
と
を
注
し
、
号
け
て
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
と
曰

ふ
。
上
・
中
・
下
の
参
巻
と
作
し
、
以
て
季
の
葉
に
流
フ（
１
）。

こ
こ
で
景
戒
は
、「
冥
報
記
」「
般
若
験
記
」
の
名
称
を
挙
げ
て
、「
他
国

の
伝
録
」
だ
け
尊
重
し
て
、「
自
土
の
奇
事
」
を
顧
み
な
く
て
よ
い
の

か
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
冥
報
記
」
と

は
、
唐
の
唐
臨
撰
述
の
同
名
の
『
冥
報
記
』（
全
三
巻
）
の
こ
と
だ
と
さ

れ
て
い
る
。
唐
の
高
宗
の
永
徽
年
間
（
六
五
〇
～
六
五
五
）
の
成
立
と
さ

れ
る（
２
）。
そ
し
て
、「
般
若
験
記
」
に
つ
い
て
は
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』

（
全
三
巻
）
の
略
だ
と
さ
れ
る
。『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
は
唐
の
孟
献
忠
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の
撰
述
。
玄
宗
の
開
元
六
年
（
七
一
八
）
の
成
立
だ
と
い
う（
３
）。

　
『
冥
報
記
』
に
つ
い
て
は
、『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
十
縁
に
、「
河
東

の
練
行
の
尼
の
、
写
せ
る
如
法
経
の
功
玆
に
顕
れ
」
と
い
う
語
句
が
あ

り
、
こ
れ
は
『
冥
報
記
』
上
巻
第
四
話
「
河
東
練
行
尼
伝
」
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。「
河
東
の
練
行
の
尼
」
が
法
華
経
の
写
経
に
際
し
て
、
自
分
の

息
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
竹
筒
で
屋
外
に
出
し
て
い
た
、
と
い
う
説
話
で

あ
る
。
こ
こ
で
の
「
河
東
の
練
行
の
尼
」
の
故
事
は
『
弘
賛
法
華
伝
』

（
唐
・
慧
祥
撰
述
。
七
〇
六
年
以
降
）・『
法
華
伝
記
』（
唐
・
僧
詳
撰
述
。

年
代
不
明
）
に
も
掲
載
さ
れ
る
が
、『
冥
報
記
』
を
直
接
参
照
し
た
も
の

と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
『
冥
報
記
』
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
『
日
本
霊
異
記
』
説
話
と

の
関
連
性
や
影
響
関
係
を
論
じ
た
論
考
が
多
く
あ
り
、
研
究
の
一
定
の
進

展
を
見
て
い
る（
４
）。

　

日
本
に
の
み
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
古
写
本
が
現
存
し
て
い
る
こ

と
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

橋
本
進
吉
氏
は
、
そ
の
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
古
写
本
を
紹
介
す
る

解
説
で
、「
霊
異
記
の
著
者
は
集
験
記
を
見
た
り
と
断
定
し
て
謬
ら
ざ
る

べ
く
、
序
に
い
ふ
般
若
撿
記
は
集
験
記
を
さ
す
も
の
な
る
べ
し
。
随
つ

て
、
集
験
記
は
当
時
既
に
我
が
国
に
伝
来
し
た
り
し
も
の
と
断
ず
る
を
得

べ
し
」
と
指
摘
し
て
い
る（
５
）。
岩
淵
悦
太
郎
氏
の
論
考
は
、
そ
の
後
の
発
表

と
な
る（

６
）。

よ
っ
て
、『
日
本
霊
異
記
』
に
登
場
す
る
「
般
若
験
記
」
が

『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
で
あ
り
、
後
述
す
る
『
霊
異
記
』
中
巻
第
二
十

四
縁
の
「
大
唐
の
徳
玄
」
の
出
典
が
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
で
あ
る

こ
と
を
説
い
た
最
初
の
人
物
は
、
橋
本
氏
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
藤
善
真
澄
氏
が
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

敦
煌
出
土
の
仏
典
類
中
、『
金
剛
経
』
が
多
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
中
国
で
は
最
も
よ
く
読
誦
さ
れ
た
経
典
の
一
つ
で
あ
り
、

『
金
剛
経
』
信
仰
が
民
間
へ
流
布
す
る
に
伴
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
霊
験

譚
を
生
み
、
そ
れ
が
ま
た
信
仰
を
あ
お
る
役
割
を
果
た
し
た
。
唐
初

す
で
に
蕭
瑀
の
『
金
剛
般
若
霊
験
記
』
が
出
て
お
り
、
献
忠
は
こ
れ

に
唐
臨
の
『
冥
報
記
』、
郎
余
令
の
『
冥
報
拾
遺
』
な
ど
か
ら
の
抄

出
、
さ
ら
に
親
し
く
見
聞
し
た
も
の
を
加
え
て
編
纂
し
な
お
し
た
。

段
成
式
の
『
鳩
異
』、
王
起
隆
の
『
新
異
録
』、
周
克
復
の
『
持
験

記
』
な
ど
、
後
に
つ
づ
く
説
話
集
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、

わ
が
『
日
本
霊
異
記
』
も
『
冥
報
記
』
な
ど
と
な
ら
ん
で
『
集
験

記
』
を
参
考
に
し
た
こ
と
を
序
文
に
記
し
て
い
る（
７
）。

ま
た
、
小
林
芳
規
「
唐
代
説
話
の
翻
訳
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
三
巻
は
、
そ
の
序
に
よ
れ
ば
、
唐
の
玄

宗
、
開
元
六
年
四
月
（
七
一
八
）
に
、
梓
州
の
司
馬
、
孟
献
忠
が
撰

し
、『
金
剛
般
若
経
』
の
霊
験
談
を
集
録
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
巻

上
中
下
の
三
巻
に
、
そ
れ
ぞ
れ
二
篇
ず
つ
を
収
め
、
巻
上
は
救
護

（
十
九
章
）・
延
寿
（
十
二
章
）、
巻
中
は
滅
罪
（
三
章
）・
神
力
（
十

六
章
）、
巻
下
は
功
徳
（
十
章
）・
誠
応
（
十
章
）
に
分
か
れ
て
い

る
。
そ
の
霊
験
談
は
「
今
者
取
二
其
霊
験
尤
著
異
跡
剋
彰
一
経
典
之

所
レ
伝
耳
目
之
所
レ
接
集
成
二
三
巻
一
分
二
六
篇
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、

先
行
の
『
冥
報
記
』『
霊
験
記
』『
冥
報
拾
遺
』
か
ら
多
く
引
用
す
る

と
共
に
、
自
己
の
親
し
く
見
聞
し
た
も
の
を
取
入
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
か
ら
は
当
時
の
仏
教
の
流
布
、
経
典
の
信
仰
の
実
際
を
知
る
こ

と
が
出
来
る
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
一
般
社
会
の
情
勢
と
公
私
生
活

の
情
態
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
又
、
中
国
の
後
出
の
『
三
宝
感
応

要
略
録
』『
持
誦
金
剛
経
霊
験
功
徳
記
』
に
そ
の
材
料
を
提
供
し
て

い
る（
８
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
つ
い
て
は
、
上
巻
序
文
の

ほ
か
の
情
報
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、『
日
本
霊
異
記
』
と
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
説
話
に
お

け
る
影
響
関
係
で
あ
る
が
、
矢
作
武
氏
は
、『
日
本
霊
異
記
』
は
「
翻
案

説
話
」
で
あ
り
、「
机
上
に
虚
構
し
創
作
し
た
志
怪
小
説
・
仏
教
説
話

集
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る（
９
）。

矢
作
氏
の
指
摘
を
ま
と
め
る

と
、

　

上
16　
『
集
験
記
』
中
巻
・
滅
罪
篇
３
「
任
五
娘
」

上
25　
『
集
験
記
』
下
巻
・
誠
応
篇
1
～
6
「
清
虚
」
／
中
巻
・
神
力

篇
8
～
13
「
清
虚
」

　

中
24　
『
集
験
記
』
上
巻
・
救
護
篇
３
「
竇
德
玄
」

　

下
９
、
35
、
37　
　
『
集
験
記
』
上
巻
・
延
寿
篇
４
「
王
陀
」

　

下
22　
『
集
験
記
』
下
巻
・
功
徳
篇
２
「
趙
文
若
」

と
な
る
。
こ
と
に
中
24
に
つ
い
て
は
、「
最
も
直
接
的
翻
案
」
と
言
っ
て

い
る
。

　

ま
た
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
の
「
日
本
霊
異
記
関
係
説
話
表
」

に
は
、

　

中
24　
　

上
巻
・
救
護
篇
３
「
竇
德
玄
」

　

下
22　
　
『
集
験
記
』
下
巻
・
功
徳
篇
２
「
趙
文
若
」

　

下
35　
　
『
集
験
記
』
上
巻
・
延
寿
篇
４
「
王
陀
」
／
５
「
魏
旻
」
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と
い
う
よ
う
に
、
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
『
冥
報
記
』
と
比
較
し
た
上
で
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
は
ど
の
よ

う
な
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ひ
と
つ
は
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
は
『
冥
報
記
』
の
成
立
後
に
書

か
れ
た
説
話
集
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、『
冥
報
記
』
は
永
徽
年
間
（
六
五
〇
～
六
五
五
）

の
成
立
。『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
は
玄
宗
の
開
元
六
年
（
七
一
八
）
の

成
立
。『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
は
『
冥
報
記
』
の
説
話
を
そ
の
ま
ま

引
用
し
て
「
唐
臨
冥
報
記
曰
」
と
し
て
説
話
を
展
開
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
（
上
巻
20
「
陳
公
大
夫
人
豆
盧
」）。
そ
し
て
、『
金
剛
般
若
経
集
験

記
』
は
『
冥
報
記
』
よ
り
新
し
い

─
よ
り
景
戒
の
時
代
に
近
い

─
説

話
を
掲
載
し
て
い
る
と
い
う
点
も
指
摘
で
き
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、『
冥
報
記
』
と
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
と
は
、
説

話
編
纂
の
目
的
や
主
題
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
『
冥
報
記
』
は
「
善
悪
」
や
「
因
果
応
報
」
の
真
実
性
に
つ
い
て
序
文

や
各
説
話
で
主
張
を
展
開
し
て
き
て
い
る
が
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』

は
〈
般
若
の
力
〉
が
絶
対
で
あ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。『
金
剛

般
若
経
集
験
記
』
の
〈
般
若
の
教
え
〉
は
『
金
剛
般
若
経
』
の
持
つ
力
と

い
う
主
題
に
具
現
化
さ
れ
て
お
り
、
序
文
の
主
題
と
し
て
は
『
金
剛
般
若

経
』
の
威
力
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
説

話
内
容
の
単
純
さ
・
単
調
さ
、
と
い
う
弱
点
に
繋
が
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
の
書
物
を
享
受
す
る
層
に
と
っ
て
は
、「
主
題
の
先
鋭
化
」「
主
題

の
純
化
」
を
達
成
し
て
い
る
と
も
受
け
取
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

よ
っ
て
、
景
戒
が
『
冥
報
記
』
と
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
二
書
を

挙
げ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
偶
然
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
思
い
つ
い
た
書
名

を
挙
げ
た
も
の
で
も
な
く
、
二
書
の
性
格
を
縦
糸
・
横
糸
の
よ
う
に
し
て

構
築
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

よ
っ
て
、『
冥
報
記
』
の
説
く
〈
因
果
応
報
の
真
実
〉
と
、『
金
剛
般
若

経
集
験
記
』
の
説
く
〈
経
典
の
力
〉
の
強
調
は
、
中
国
典
籍
の
後
続
で
あ

る
『
日
本
霊
異
記
』
に
と
っ
て
の
両
輪
の
主
題
と
考
え
た
の
で
は
な
い

か）
（1
（

。

二
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』の
経
典
説
話
と『
日
本
霊
異
記
』

　

益
田
勝
実
氏
は
、「
経
の
説
話
─
観
音
霊
験
譚
の
変
貌
─
」
の
中
で
、

〈
経
の
説
話
〉〈
法
の
説
話
〉
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
い
る）

（（
（

。
特
定
の
経

典
の
語
句
や
経
文
を
背
景
と
し
て
持
つ
説
話
は
〈
経
の
説
話
〉。「
因
果
の

理
と
い
う
よ
う
な
仏
教
の
教
理
の
具
現
と
し
て
の
説
話
」
が
〈
法
の
説

話
〉
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
益
田
氏
は
、
い
わ
ゆ
る
中
国
六
朝
時
代
の
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『
観
世
音
応
験
記
』
を
〈
経
の
説
話
〉
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
唐

時
代
の
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
も
全
編
〈
経
の
説
話
〉
に
満
ち
あ
ふ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、「
般
若
の
力
」「
誦
経
の
力
」
な
ど
と
、
経
典
の
不
可
思
議
な

力
、
神
秘
的
な
威
力
を
強
調
し
た
語
句
は
、『
日
本
霊
異
記
』『
金
剛
般
若

経
集
験
記
』
と
も
に
見
ら
れ
る
。『
冥
報
記
』
で
は
そ
の
現
れ
方
は
や
や

異
な
る
。

　

出
雲
路
修
氏
は
、
下
巻
第
二
十
一
縁
の
「
般
若
の
験
の
力
」
に
つ
い

て
、

金
剛
般
若
経
集
験
記
所
収
説
話
に
は
「
力
」
の
語
を
含
む
表
現
を
有

す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。「
豈
非
二
般
若
力
一
乎
」（
救
護
篇
）、「
信

知
般
若
之
力
不
可
思
議
」（
神
力
篇
）
な
ど
。
本
書
で
も
中
巻
二
十

四
縁
に
「
被
二
般
若
力
一
」
と
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

　

稿
者
の
考
え
る
と
こ
ろ
の
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
〈
経
の
力
〉

説
話
は
以
下
の
十
四
話
で
あ
る
。
原
文
と
説
話
の
概
要
を
挙
げ
る
。

　

①
上
18　

観
音
験
力

〈
法
華
経
の
一
字
だ
け
覚
え
ら
れ
な
い
人
が
、
前
世
で
法
華
経
の
一

字
を
焼
失
し
た
た
め
で
あ
る
と
知
り
、
懺
悔
し
て
そ
の
経
を
補
修
す

る
〉

　

②
上
28　

猶
因
験
力

〈
役
小
角
説
話
。
孔
雀
王
の
呪
法
を
駆
使
す
る
〉

　

③
上
32　

但
謂
自
非
三
宝
神
力

〈
鹿
を
殺
し
て
捕
ま
る
。
大
安
寺
の
仏
像
の
前
で
誦
経
し
た
ら
大
赦

と
な
っ
た
〉

　

④
中
６　

示
於
大
乗
不
思
議
力

〈
法
華
経
を
木
の
箱
に
入
れ
よ
う
と
す
る
が
、
寸
法
が
合
わ
ず
入
ら

な
い
。
誓
願
を
発
し
悔
過
を
行
う
と
箱
に
入
っ
た
〉

　

⑤
中
20　

誦
経
之
力

〈
娘
が
悪
夢
を
見
た
の
で
誦
経
す
る
母
。
七
人
の
僧
が
屋
根
の
上
に

い
る
の
で
家
を
出
て
見
よ
う
と
す
る
と
、
壁
が
倒
れ
て
助
か
る
。〉

　

⑥
中
24　

依
大
乗
力
／
被
般
若
力

〈
楢
磐
嶋
は
、
三
人
の
鬼
に
冥
界
に
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な
る

が
、
牛
肉
等
を
饗
応
し
て
、
身
代
わ
り
を
立
て
て
冥
界
行
き
を
免
れ

る
。
ま
た
、
金
剛
般
若
経
の
読
誦
に
よ
っ
て
鬼
達
の
罪
も
免
れ
た
。〉

　

⑦
下
１　

大
乗
不
思
議
力

〈
永
興
禅
師
関
係
説
話
。
法
華
経
を
誦
持
す
る
僧
が
熊
野
の
山
奥
に
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入
る
。
死
ん
で
白
骨
に
な
っ
て
も
舌
だ
け
腐
ら
ず
、
誦
経
の
声
が
止

ま
な
か
っ
た
。〉

　

⑧
下
４　

其
威
神
力

〈
金
貸
し
を
し
て
い
る
僧
が
、
返
済
を
怠
る
婿
に
よ
っ
て
、
海
に
投

げ
込
ま
れ
る
。
僧
は
方
広
経
を
読
誦
す
る
と
、
海
水
が
く
ぼ
ん
で
助

か
る
。〉

　

⑨
下
10　

読
経
免
火
難
之
力
再
示

〈
牟
婁
の
沙
弥
は
つ
ね
に
法
華
経
の
写
経
・
読
経
を
し
て
い
た
。
火

事
で
家
が
全
焼
し
て
も
、
法
華
経
だ
け
は
焼
け
残
っ
た
。〉

　

⑩
下
13　

是
乃
法
花
経
神
力

〈
鉱
山
の
落
盤
事
故
で
閉
じ
込
め
ら
れ
た
坑
夫
。
坑
夫
は
か
つ
て
法

華
経
を
写
経
し
た
途
中
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
。
沙
弥
が
現
れ
食
料

を
も
ら
う
。
坑
夫
は
救
出
さ
れ
る
。〉

　

⑪
下
14　

今
示
威
力

〈
千
手
経
の
呪
を
読
誦
す
る
優
婆
塞
が
役
人
に
縛
ら
れ
打
た
れ
る
。

優
婆
塞
が
言
葉
を
発
す
る
と
役
人
は
空
中
に
浮
遊
、
墜
落
し
て
死

ぬ
。〉

　

⑫
下
21　

般
若
験
力

〈
沙
門
長
義
は
盲
目
で
あ
っ
た
が
、
金
剛
般
若
経
集
を
読
誦
し
て
治

癒
す
る
。〉

　

⑬
下
23　

斯
乃
発
願
之
力

〈
大
伴
連
忍
勝
は
私
寺
を
造
り
、
大
般
若
経
を
書
写
し
よ
う
と
し
て

い
た
。
殺
さ
れ
る
が
、
地
獄
で
三
人
の
僧
か
ら
許
さ
れ
て
、
五
日
後

に
蘇
生
し
た
。〉

　

⑭
下
34　

奇
異
之
力

〈
巨
勢
呰
女
は
病
気
を
治
す
た
め
に
般
若
心
経
を
誦
持
す
る
。
忠
仙

と
い
う
行
者
は
、
治
癒
の
た
め
に
薬
師
経
・
金
剛
般
若
経
・
観
世
音

経
・
観
音
三
昧
経
を
読
む
よ
う
に
言
う
。
発
病
か
ら
二
十
八
年
を
経

て
治
癒
す
る
。〉

　
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
は
、
全
編
、
経
典
（『
金
剛
般
若
経
』）
の
霊

異
や
験
力
を
誇
示
・
称
揚
す
る
話
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
特
に
経
典

の
「
力
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
説
話
は
以
下
の
通
り）

（1
（

。

①
上
巻　

救
護
篇　

序

若
持
若
誦
，
護
國
護
身
。
投
烈
火
而
不
然
，
溺
層
波
而
詎
沒
。
般
若
之

力
，
其
大
矣
哉
。
故
以
救
護
之
篇
，
冠
于
章
首
。

②
上
巻　

救
護
篇　

１
柳
儉

以
此
證
驗
是
誦
般
若
功
德
之
力
也
。

③
上
巻　

救
護
篇　

11
韋
利
克
勤
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遍
向
親
知
說
此
征
驗
，
嗟
歎
般
若
之
力
不
思
議
。

④
上
巻　

救
護
篇　

13
郭
守
瓊

少
即
漸
遠
。
則
知
般
若
之
力
，
通
于
幽
明
。

⑤
上
巻　

救
護
篇　

17
陳
惠
妻

因
念
誦
之
力
，
漸
覺
身
輕
，
所
懷
鬼
胎
，
即
自
散
滅
。

⑥
上
巻　

延
寿
篇　

23
王
陀

誦
金
剛
般
若
晝
夜
不
捨
。
六
日
已
過
，
誦
經
之
力
，
更
不
被
追
。

⑦
上
巻　

延
寿
篇　

25
睦
彦
通

據
此
靈
驗
，
并
是
般
若
之
力
。

⑧
上
巻　

延
寿
篇　

27
慕
容
文
策

父
母
親
知
，
并
悉
忙
怕
，
以
禮
慰
喻
，
說
其
因
緣
，
蒙
放
還
家
，
功
德

之
力
。

⑨
上
巻　

延
寿
篇　

28
袁
志
通

據
此
因
緣
，
并
是
法
華
般
若
之
力
。
于
後
蠻
破
，
官
軍
放
還
，
專
心
誦

持
法
華
般
若
，
不
敢
怠
慢
。

⑩
上
巻　

延
寿
篇　

30
釋
德
遵

德
遵
自
此
之
後
，
常
以
般
若
爲
務
。
則
知
大
乘
之
力
，
豈
術
數
能
知
。

⑪
中
巻　

神
力
篇　

５
劉
弼

令
讀
金
剛
般
若
經
一
百
遍
，
善
神
來
援
。
此
樹
隔
舍
擲
著
大
街
巷
中

竟
。
般
若
之
力
其
大
矣
哉
。

⑫
中
巻　

神
力
篇　

10
楊
體
幾

般
若
之
力
，
火
不
能
燒
。
合
州
之
中
，
莫
不
驚
異
。

⑬
中
巻　

神
力
篇　

12
清
虛

其
東
北
兩
面
，
屋
檐
并
被
火
燒
。
信
知
般
若
之
力
，
不
可
思
議
。

⑭
中
巻　

神
力
篇　

16
清
虛

咒
既
無
驗
，
即
誦
金
剛
般
若
經
。
及
誦
一
遍
，
其
聲
漸
小
，
至
于
三

遍
，
其
聲
即
斷
。
迄
于
天
明
，
寂
然
安
靜
。
故
知
般
若
之
力
，
不
可
思

議
。

⑮
中
巻　

神
力
篇　

17
清
虛

則
知
般
若
之
力
，
二
乘
之
所
不
知
，
凡
俗
聞
之
，
皆
能
起
謗
。

⑯
下
巻　

功
徳
篇　

11
楊
簡

由
經
之
力
，
則
知
随
說
之
處
，
諸
佛
之
所
護
持
。

⑰
下
巻　

誠
応
篇　

15
清
虛

遂
竭
誠
至
心
誦
金
剛
般
若
，
二
更
将
盡
，
雨
遂
滂
沱
。
比
及
天
明
，
一

尺
以
上
。
周
回
五
百
裏
内
，
甘
澤
并
足
。
威
神
之
力
，
巍
巍
如
是
。
從

此
祈
雨
，
便
向
豐
國
寺
坐
夏
。

⑱
下
巻　

誠
応
篇　

21
劉
瑗

遂
令
文
展
念
誦
般
若
，
至
心
祈
晴
。
啓
□
□
經
，
應
時
雨
霽
，
至
甲
子

日
，
天
甚
晴
朗
。
般
若
之
力
，
其
應
若
□
。
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い
ず
れ
も
、
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
困
難
を
回
避
し
た

り
、
不
思
議
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
り
す
る
説
話
で
あ
る
。

　

一
方
、『
冥
報
記
』
に
お
い
て
は
、「
○
○
之
力
」
と
い
う
表
記
は
な

い
。
経
典
の
功
徳
を
た
た
え
る
語
句
は
、
二
例
に
と
ど
ま
る）

（1
（

。

　

中
18　

豆
盧　
　
「
誦
経
之
福
」

　

中
19　

李
山
龍　
「
誦
経
之
福
」

『
冥
報
記
』
に
は
、「
中
18
・
豆
盧
」
説
話
が
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』

上
巻
・
延
寿
篇
20
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
、
経
典
の
「
力
」
を
強
調
す
る
説
話
は
、『
金
剛

般
若
経
集
験
記
』
に
多
数
見
ら
れ
、『
霊
異
記
』
が
そ
の
影
響
を
受
け
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
冥
報
記
』
は
経
典
の
「
力
」
を
強
調
す

る
意
図
は
き
わ
め
て
希
薄
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
推
測
で
き
る
。

三
、「
聖
」
と
「
凡
」
の
対
比
と
経
典
の
力

　

こ
こ
で
、
⑮
中
巻
、
神
力
篇
「
17
清
虚
」
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

去
神
龍
二
年
十
二
月
十
一
日
、
齊
州
義
淨
三
藏
及
景
闍
梨
、
奏
清
虛

入
レ
内
祈
レ
雪
。
二
七
日
、
雖
レ
得
二
少
分
一
、
未
レ
能
二
普
足
一
。
勅
二

語
清
虛
一
：「
阿
師
祈
請
、
雖
レ
不
レ
能
レ
稱
レ
意
、
任
二
阿
師
選
レ
寺
住
一

好
否
？
」
其
僧
自
恨
祈
請
不
レ
稱
二
聖
意
一
、
遂
答
レ
勅
云
：「
實
不
二

歡
喜
一
。」
大
德
等
見
レ
作
二
此
對
一
、
亦
皆
失
レ
色
。
阿
師
既
觸
二
天
威
一
、

即
合
レ
付
レ
法
。
勅
又
云
：「
如
得
二
雨
雪
一
、
即
與
二
阿
師
亂
彩
二
百

段
一
、
兼
授
二
阿
師
五
品
一
、
并
作
二
薦
福
寺
綱
維
一
、
阿
師
何
意
、
遂

不
二
歡
喜
一
？
」
答
云
：「
幸
蒙
二
天
恩
一
、
驅
使
祈
二
請
雨
雪
一
、
自
恨

上
不
レ
覆
二
天
心
一
、
下
不
レ
允
二
人
望
一
、
愚
誠
徒
懇
、
不
レ
惬
二
聖
心
一
、

夙
夜
兢
懼
、
唯
知
二
待
罪
一
、
濫
荷
二
天
恩
一
、
所
以
不
レ
喜
。」
勅
云
：

「
且
放
二
阿
師
一
出
レ
外
念
誦
、
還
須
二
祈
請
一
、
忽
得
二
雨
雪
一
、即
須
二

進
狀
一
。」
因
便
奏
云
：「
此
度
不
レ
降
二
雨
雪
一
、
即
爲
二
一
切
衆
生
一

燒
レ
指
。」
又
降
勅
曰
：「
朕
喚
二
阿
師
一
來
供
養
、
可
下
遣
二
阿
師
來
一

受
苦
上
？
又
父
母
遺
體
、
豈
可
二
毀
傷
一
。
阿
師
必
不
レ
得
三
漫
有
二
傷

損
一
。」
食
訖
、
辭
二
聖
上
一
出
、
即
向
二
南
山
炭
谷
瀧
湫
上
一
祈
二
請
雨

雪
一
。
雖
二
複
雪
下
一
、
終
不
レ
能
レ
稱
レ
心
。
更
移
就
二
索
曲
村
安
樂

佛
堂
中
一
誦
二
金
剛
般
若
一
、
又
經
二
七
日
一
、
時
得
二
簿
雪
一
、
還
不

レ
稱
レ
心
。
遂
即
發
願
燒
二
指
兩
節
一
、
經
二
一
日
一
夜
一
、
燒
未
レ
盡

間
、
忽
然
四
面
雲
合
、
雨
雪
參
雜
而
下
。
衆
皆
愕
然
驚
怪
、
二
日
始

絕
。
百
姓
父
老
等
、
連
狀
欲
レ
奏
、
且
于
二
薦
福
寺
一
共
二
三
藏
一
平

章
：「
清
虛
昨
城
南
燒
二
兩
節
指
一
、
爲
二
法
界
一
祈
二
請
雨
雪
一
、
燒
二
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盡
兩
節
一
、
衆
人
同
看
、
所
有
骨
灰
、
今
亦
見
在
。
今
朝
村
人
大
小

欲
レ
爲
二
塗
藥
一
、
其
兩
指
節
還
複
如
レ
故
。」
三
藏
遂
云
：「
此
事
難
レ

信
、
不
レ
近
二
人
情
一
、
伊
是
凡
僧
、
未
レ
至
二
羅
漢
一
、
如
何
燒
レ
指

已
盡
、
更
得
二
却
生
一
。
既
非
二
聖
流
一
、
無
レ
有
二
此
事
一
。」
即
語
二

村
人
父
老
等
一
急
歸
州
縣
知
聞
、
直
是
将
レ
作
二
妖
惑
一
、
欲
レ
益
彼

損
、
却
責
二
老
人
一
、
非
三
但
誑
二
炫
凡
庸
一
、
亦
是
誣
二
罔
聖
上
一
。

僧
徒
聞
レ
此
、
轉
加
二
不
信
一
。
其
僧
既
見
二
衆
人
起
一
レ
謗
、
更
入
二

道
場
一
、
啓
請
二
十
方
諸
佛
・
一
切
賢
聖
一
：「
弟
子
爲
二
法
界
蒼
生
一
、

燒
レ
指
祈
レ
雪
、
蒙
二
諸
天
龍
王
等
、
應
レ
時
降
一
レ
雪
。
又
令
下
弟
子

所
レ
燒
之
指
、
燼
而
重
生
。
咸
起
二
謗
言
一
、
不
レ
加
二
淨
信
一
、
誤
二

他
四
衆
一
、
堕
中
于
地
獄
上
。
弟
子
今
更
發
願
誦
二
般
若
經
一
、
兩
日
之

間
、
願
二
生
指
重
落
一
。」
至
二
于
二
日
一
、
勤
加
二
念
誦
一
、
兩
節
重
生

之
指
、
還
複
更
落
。
衆
見
二
指
落
一
、
重
起
二
謗
言
一
：「
阿
師
當
時
燒

生
、
如
二
今
始
落
一
。」
其
僧
即
報
レ
衆
曰
：「
且
向
二
城
南
一
前
祈
レ
雪

處
、
于
レ
彼
養
レ
瘡
、
還
遣
二
重
生
一
、
不
レ
知
得
否
？
」
衆
人
同
曰
：

「
阿
師
似
レ
著
二
狂
病
一
。」
常
行
二
謗
語
一
。
即
往
二
城
南
一
而
養
レ
瘡
、

念
誦
不
レ
輟
。
至
二
十
五
日
内
一
、
指
節
又
生
長
二
一
節
半
一
、
指
甲
亦

出
。
衆
人
見
者
、
莫
レ
不
二
驚
異
一
。
咸
曰
：「
亦
不
レ
足
レ
怪
、
此
道

人
有
二
妖
術
一
。」
則
知
般
若
之
力
、
二
乘
之
所
レ
不
レ
知
、
凡
俗
聞
レ

之
、
皆
能
起
レ
謗
。

【
大
意
】

　

神
龍
二
年
（
七
〇
六
）
十
二
月
十
一
日
、
斉
州
の
義
浄
三
蔵
と
景
阿
闍

梨
は
、
清
虚
に
宮
中
に
入
っ
て
雪
を
降
ら
せ
る
こ
と
を
勧
め
、
申
し
上
げ

た
。
十
四
日
間
、
少
し
の
量
が
降
っ
た
け
れ
ど
も
、
十
分
な
量
に
は
達
し

な
か
っ
た
。（
帝
は
）
清
虚
に
勅
を
発
し
て
言
う
こ
と
に
は
、「
阿
師
は
お

祈
り
を
し
て
、
も
し
思
い
通
り
に
な
ら
な
く
て
も
、
阿
師
は
す
き
な
寺
を

選
ん
で
住
む
こ
と
は
ど
う
だ
？
」
と
。
清
虚
は
自
ら
祈
請
し
て
も
天
子
の

意
に
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
遺
憾
と
し
て
い
た
の
で
、
勅
に
答
え
て
、

「
実
は
嬉
し
く
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。
大
徳
た
ち
は
こ
の
答
え
を
聞

い
て
、
み
ん
な
色
を
失
っ
た
。
阿
師
は
す
で
に
天
の
威
光
に
触
れ
、
仏
の

理
法
に
従
お
う
と
し
た
。

　

勅
に
は
、「
も
し
雨
雪
を
降
ら
せ
た
な
ら
、
阿
師
に
乱
彩
二
百
段
を
与

え
よ
う
。
そ
れ
と
、
五
品
の
官
位
に
、
薦
福
寺
の
綱
維
（
事
務
員
）
の
地

位
を
授
け
よ
う
。
阿
師
は
こ
れ
で
も
歓
ば
な
い
か
？
」
と
あ
る
。
答
え
て

言
う
こ
と
に
は
、「
天
子
様
の
恩
徳
に
よ
り
、
雨
雪
を
祈
り
こ
い
ね
が
い

ま
し
た
が
、
残
念
に
思
う
こ
と
は
、
天
の
意
思
は
覆
ら
ず
、
地
上
で
は
人

望
が
十
分
で
な
い
。
愚
直
に
誠
実
さ
を
つ
く
し
て
、
聖
な
る
み
心
に
は
か

な
わ
ず
、
朝
早
く
恐
れ
お
の
の
き
、
た
だ
罪
あ
っ
て
罰
を
待
つ
こ
と
を
知

り
、
天
子
様
の
ご
恩
を
に
な
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
嬉
し
く
あ
り
ま
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せ
ん
」
と
。

　

勅
に
言
う
に
は
、「
し
ば
ら
く
阿
師
を
自
由
に
外
出
さ
せ
て
経
文
を
唱

え
さ
せ
て
、
帰
還
し
た
ら
必
ず
お
祈
り
を
さ
せ
よ
。
雨
雪
が
降
っ
て
き
た

ら
、
ぜ
ひ
と
も
進
状
せ
よ
」
と
。
よ
っ
て
（
清
虚
は
）
奏
上
し
て
言
う
に

は
、「
こ
ん
ど
雨
雪
が
降
ら
な
け
れ
ば
、
一
切
衆
生
の
た
め
に
自
分
の
指

を
焼
く
」
と
。

　

ま
た
、（
帝
は
）
勅
を
下
し
て
、「
朕
は
阿
師
を
呼
ん
で
供
養
を
さ
せ
、

阿
師
に
苦
痛
を
受
け
さ
せ
る
の
か
？　

父
母
の
遺
体
を
、
ど
う
し
て
毀
損

し
た
り
で
き
よ
う
。
阿
師
を
絶
対
傷
つ
け
る
こ
と
な
ど
し
な
い
」
と
。
食

事
が
終
わ
っ
て
、
天
子
の
も
と
を
辞
し
、
南
山
炭
谷
瀧
湫
上
に
向
か
っ
て

雨
雪
を
祈
り
続
け
た
。
ふ
た
た
び
雪
が
降
っ
た
が
、
満
足
な
量
で
は
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
索
曲
村
の
安
楽
仏
堂
の
中
に
移
動
し
、『
金
剛
般
若

経
』
を
読
誦
し
て
、
七
日
を
経
て
、
そ
の
と
き
、
か
す
か
な
雪
が
あ
っ
た

が
、
望
み
通
り
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
い
に
、
発
願
し
て
指
の
両
節

を
焼
い
た
。
一
日
一
夜
を
経
て
、
ま
だ
焼
き
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
忽
然

と
四
方
か
ら
雲
が
集
ま
り
、
雨
雪
が
ま
じ
っ
て
降
っ
て
き
た
。
民
衆
は
お

ど
ろ
き
お
の
の
き
、
雨
雪
は
二
日
め
に
し
て
よ
う
や
く
止
ん
だ
。
百
姓
父

老
た
ち
は
、
薦
福
寺
に
、
義
浄
三
蔵
と
一
緒
に
、
こ
の
不
思
議
な
現
象
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
連
名
状
を
奏
上
し
よ
う
し
て
、「
清
虚
が
昨

日
、
城
南
に
て
指
の
両
節
を
焼
き
、
法
界
の
た
め
に
雨
雪
を
祈
願
し
て
、

指
の
両
節
を
焼
き
尽
く
し
た
。
民
衆
は
み
ん
な
そ
の
様
子
を
見
た
し
、
焼

け
た
指
の
骨
灰
も
今
は
あ
る
。
け
さ
村
人
は
塗
り
薬
を
付
け
よ
う
と
し
た

ら
、
両
指
の
節
は
元
ど
お
り
に
な
っ
た
」
と
。

　

義
浄
三
藏
は
、「
信
じ
ら
れ
な
い
。
人
の
心
が
わ
か
ら
な
い
。（
清
虚
の

よ
う
な
）
こ
ん
な
凡
僧
、
ま
だ
羅
漢
に
も
至
っ
て
い
な
い
。
ど
う
し
て
指

を
焼
き
尽
く
し
て
、
ま
た
更
に
生
え
て
く
る
な
ん
て
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

「
聖
流
」
で
は
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
言
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
村
人
・
父
老
た
ち
は
急
い
で
州
県
に
帰
っ
て
（
こ
の
奇
跡

を
）
知
ら
せ
聞
か
せ
る
と
、
た
ち
ま
ち
「
妖
惑
」
を
な
す
な
ど
と
さ
れ

て
、
利
益
を
得
る
つ
も
り
が
、
か
え
っ
て
損
に
な
り
、
か
え
っ
て
老
人
は

責
め
ら
れ
、
た
だ
「
凡
庸
」
を
「
誑
炫
」（
あ
ざ
む
き
だ
ま
す
？
）
し
、

ま
た
、
天
子
を
「
誣
罔
」（
あ
ざ
む
き
い
つ
わ
る
）
す
る
も
の
だ
と
さ
れ

た
。
あ
る
僧
侶
は
こ
れ
を
聞
き
、
不
信
の
念
が
増
し
た
。
そ
の
僧
は
、
す

で
に
み
ん
な
が
誹
謗
の
言
葉
を
投
げ
か
け
る
さ
ま
を
見
て
、
道
場
に
入
っ

て
、
十
方
の
諸
仏
・
一
切
の
賢
聖
に
礼
拝
し
、「
弟
子
は
法
界
の
蒼
生
の

た
め
に
、
指
を
焼
き
雪
を
祈
っ
た
ら
、
諸
天
龍
王
た
ち
が
時
に
応
じ
て
雪

を
降
ら
せ
て
く
れ
た
。
ま
た
、
弟
子
の
焼
い
た
指
は
、
燃
え
残
り
か
ら
ふ

た
た
び
生
え
て
き
た
。
み
な
誹
謗
の
言
葉
を
起
し
、
本
来
の
清
い
心
を
言

い
立
て
な
い
、
他
の
四
衆
を
ま
ど
わ
し
、
地
獄
に
落
と
さ
せ
る
。
弟
子
は

今
更
に
発
願
し
て
『
般
若
経
』
を
読
誦
し
、
二
日
の
間
、
指
が
生
え
て
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（
燃
え
残
り
が
）
落
ち
る
の
を
願
っ
た
」
と
言
っ
た
。

　

二
日
た
っ
て
、
努
め
て
経
文
を
唱
え
た
ら
、（
清
虚
の
）
両
節
か
ら
指

が
生
え
て
き
て
、（
燃
え
残
り
が
）
落
ち
た
。
民
衆
は
こ
の
様
子
を
見

て
、
重
ね
て
誹
謗
し
て
、「
阿
師
は
即
座
に
指
を
焼
き
、
そ
れ
を
今
始
め

て
落
ち
た
か
の
よ
う
に
み
せ
て
い
る
」
と
言
う
。
そ
の
僧
は
民
衆
に
向

か
っ
て
、「
し
ば
ら
く
城
南
に
向
か
っ
て
す
す
ん
で
雪
を
祈
願
し
た
と
こ

ろ
、
そ
の
傷
の
治
療
を
し
て
、
や
っ
と
な
お
っ
た
の
だ
。
わ
か
り
ま
す

か
？
」
と
言
っ
た
。

　

民
衆
は
同
じ
く
、「
阿
師
は
「
狂
病
」
を
あ
ら
わ
し
た
か
の
よ
う
だ
」

と
言
い
、
常
に
誹
謗
の
言
葉
を
発
す
る
。
城
南
に
住
ん
で
傷
を
治
し
、
経

文
を
唱
え
る
の
は
止
め
な
い
。
十
五
日
の
あ
い
だ
に
、
指
の
節
が
ま
た
長

く
生
え
て
一
節
半
に
な
っ
て
、
指
の
つ
め
ま
で
生
え
て
き
た
。
民
衆
は
見

て
、
驚
異
に
思
わ
な
い
者
は
な
か
っ
た
。
み
な
が
言
う
の
は
、「
こ
れ
は

怪
し
む
に
足
り
な
い
。
こ
の
修
行
者
は
妖
術
を
持
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
」

と
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
般
若
の
力
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。（
こ
の
境
地

は
、
自
己
の
救
済
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
）
二
乗
の
人
た
ち
の
知
ら
な
い
と

こ
ろ
で
あ
り
、「
凡
俗
」
は
こ
れ
を
聞
い
て
も
、
み
な
誹
謗
す
る
だ
け
な

の
で
あ
る
。

　

清
虚
が
皇
帝
の
命
令
で
、
雨
雪
を
降
ら
せ
る
こ
と
を
祈
願
し
、『
金
剛

般
若
経
』
を
読
誦
し
た
あ
と
、
自
分
の
指
を
焼
く
。
す
る
と
雨
雪
が
降

り
、
清
虚
の
指
も
も
と
に
も
ど
っ
た
、
と
い
う
説
話
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
清
虚
の
奇
瑞
を
認
め
な
い
者
は
「
凡
俗
」
で
あ
り
、
清
虚

を
「
狂
病
」「
妖
術
」
と
し
て
誹
謗
す
る
。
し
か
し
、
清
虚
の
奇
跡
を
信

じ
る
者
に
と
っ
て
は
、
清
虚
は
「
道
人
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
般
若
の

力
」
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、「
般
若
の
力
」
を
信
じ
な
い
者
は
「
凡
俗
」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
般
若
」
の
反
対
に
あ
る
概
念
が
「
凡
」

で
あ
る
と
も
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
「
凡
」
の
対
極
に
あ
る
概
念
は
『
日

本
霊
異
記
』
で
は
「
聖
」
と
な
る
。
例
え
ば
、
上
巻
第
四
縁
で
は
、

誠
に
知
る
、
聖
人
は
聖
を
知
り
、
凡
人
は
知
ら
ず
。
凡
夫
の
肉
眼
に

は
賎
し
き
人
と
見
え
、
聖
人
の
通
眼
に
は
隠
身
と
見
ゆ
と
。
斯
れ
奇

シ
ク
異
し
き
事
な
り
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
聖
人
」
は
聖
徳
太
子
。「
凡
夫
」「
凡
人
」
に
は

「
乞
匄
の
人
」
が
、
卑
し
く
汚
れ
た
存
在
に
映
り
、「
聖
」
と
し
て
の
姿
は

見
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
聖
人
」
で
あ
る
聖
徳
太
子
に
は

「
隠
身
」
と
し
て
真
実
の
姿
が
見
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
隠
身
」

が
「
聖
」
で
あ
る
こ
と
は
、「
隠
身
の
聖
人
」（
中
一
・
下
三
十
三
）、「
隠

身
の
聖
」（
中
二
十
九
）
な
ど
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る）

（1
（

。
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そ
こ
で
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
所
収
の
清
虚
説
話
を
経
過
す
る
こ

と
に
よ
り
、〈
聖
＝
般
若
の
力
〉
の
図
式
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
も

言
え
よ
う
。

　

清
虚
の
説
話
で
は
「
聖
意
」「
聖
上
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
聖
」
は
皇
帝

の
側
で
も
あ
る
。
一
方
で
「
聖
」
は
仏
の
側
で
も
あ
る
の
で
、「
聖
」
は

王
法
と
仏
法
に
振
り
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
二
重
性
は
矛
盾
し
な
い
。
そ
し

て
、
こ
の
性
格
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
聖
」
と
「
凡
」
の
関
係
性
と
共

通
し
て
い
る）

（1
（

。「
凡
」
は
天
子
（
聖
徳
太
子
）
の
深
淵
な
る
意
図
を
受
け

取
れ
な
い
の
だ
。『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
で
は
、
す
べ
て
の
「
驚
異
」

は
「
般
若
の
力
」
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
、
そ
こ
に
包
摂
さ
れ
る
。

四
、
お
わ
り
に

　

景
戒
は
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
の
力

の
絶
大
な
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
記
し
た
書
物
の
存
在
を
知
り
、『
日
本

霊
異
記
』
の
真
実
性
を
証
明
す
る
強
い
根
拠
と
し
て
採
用
す
る
に
至
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

　

周
知
の
通
り
、『
霊
異
記
』
の
序
文
に
は
、
因
果
応
報
の
理
、
善
悪
の

応
報
の
真
実
が
標
榜
さ
れ
て
い
る
。『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
序
文
も

「
般
若
」
の
賛
美
か
ら
、「
今
」
の
「
霊
験
」「
尤
著
」「
異
跡
」「
剋
彰
」

を
記
録
し
た
と
あ
る
。
そ
の
「
霊
験
」
は
経
典
の
持
つ
力
に
よ
っ
て
起
こ

さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
経
典
（『
金
剛
般
若
経
』）
は

「
般
若
」
の
世
界
を
体
現
し
、「
般
若
」
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の

で
は
な
い
か
。

　

今
回
は
、『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
説
話
の
論
理
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
同
書
が
『
日
本
霊
異
記
』
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
に
つ
い
て

論
じ
た
。
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
追
っ
て
考
究
し
た
い
。

注（１
）
中
田
祝
夫
校
注
・
訳
『
日
本
霊
異
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
、

一
九
九
五
年
）。
以
下
同
じ
。

（
２
）
内
田
道
夫
編
『
校
本
冥
報
記
』（
東
北
大
学
文
学
部
支
那
学
研
究
室
、
一
九
五
五

年
）、
伊
野
弘
子
訳
注
『
冥
報
記
全
釈
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
参
照
。

（
３
）
小
林
芳
規
「
唐
代
説
話
の
翻
訳
─
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
訓
読
に
つ
い
て
」

（『
日
本
の
説
話
７　
言
葉
と
表
現
』
東
京
美
術
、
一
九
七
四
年
）、
築
島
裕
「
輪
王

寺
天
海
蔵
金
剛
般
若
経
集
験
記
古
点
」（「
書
誌
学
」
復
刊
六
号
、
一
九
六
六
年
十

一
月
）、
呉
光
爀
「『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
研
究
」（
金
知
見
・
蔡
印
幻
編
『
新

羅
佛
教
研
究
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
三
年
）
な
ど
参
照
。

（
４
）
八
木
毅
「
日
本
霊
異
記
と
冥
報
記
」（『
日
本
霊
異
記
の
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九

七
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
５
）
橋
本
進
吉
「
黒
板
勝
実
氏
蔵 

古
鈔
本 

金
剛
般
若
経
集
験
記
解
説
」（『
黒
板
勝
実

氏
蔵 

古
鈔
本 

金
剛
般
若
経
集
験
記
』
古
典
保
存
会
、
一
九
三
五
年
三
月
）。

（
６
）
岩
淵
悦
太
郎
氏
「
日
本
霊
異
記
の
序
に
見
え
た
る
般
若
験
記
と
は
何
か
」（「
国
語

と
国
文
学
」
第
十
二
巻
第
八
号
、
一
九
三
五
年
十
二
月
）。
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（
７
）
藤
善
真
澄
執
筆
「
金
剛
般
若
経
集
験
記
」（
今
泉
淑
夫
編
『
日
本
仏
教
史
辞
典
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）。

（
８
）（
３
）
小
林
前
掲
論
文
。

（
９
）
矢
作
武
「『
霊
異
記
』
と
中
国
文
学
」（
山
路
平
四
郎
・
国
東
文
麿
編
『
古
代
の
文

学
４ 

日
本
霊
異
記
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
七
年
）。

（
10
）
拙
稿
「『
日
本
霊
異
記
』
と
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
─
神
身
離
脱
説
話
を
め
ぐ
っ

て
─
」（
大
東
文
化
大
学
「
日
本
文
学
研
究
」
第
五
十
二
号
、
二
〇
一
三
年
二

月
）、「『
日
本
霊
異
記
』
と
「
冥
報
記
」「
般
若
験
記
」
─
序
文
の
思
想
と
製
作
意

図
─
」（
大
東
文
化
大
学
「
日
本
文
学
研
究
誌
」
第
十
・
十
一
輯
合
併
号
、
二
〇

一
三
年
三
月
）
参
照
。

（
11
）
益
田
勝
実
「
経
の
説
話
─
観
音
霊
験
譚
の
変
貌
─
」（「
日
本
文
学
」
第
十
九
巻
第

七
号
、
一
九
七
〇
年
七
月
）。

（
12
）
出
雲
路
修
校
注
『
日
本
霊
異
記
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
、
一
九

九
六
年
）。

（
13
）『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
の
本
文
は
、『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
第
八
十
七
巻
（
国

書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
に
依
る
。
石
山
寺
蔵
古
鈔
本
・
黒
板
勝
美
蔵
古
鈔

本
・
高
山
寺
本
を
参
照
し
て
改
訂
し
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
同
じ
。

（
14
）
本
文
は
（
２
）
伊
野
前
掲
書
。
方
詩
銘
輯
校
『
冥
報
記 

広
異
記
』（
中
華
書
局
、

一
九
九
二
年
）
も
参
照
し
た
。

（
15
）「
隠
身
の
聖
」
説
話
に
つ
い
て
は
、
出
雲
路
修
「
隠
身
の
聖
─
《
日
本
国
現
報
善

悪
霊
異
記
》
の
世
界
（
二
）
─
」（『
説
話
集
の
世
界
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八

年
）
丸
山
顯
徳
「
隠
身
の
聖
説
話
」（『
日
本
霊
異
記
説
話
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一

九
九
二
年
）、
伊
藤
由
希
子
『
仏
と
天
皇
と
「
日
本
国
」
─
『
日
本
霊
異
記
』
を

読
む
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
16
）
狩
谷
棭
斎
『
日
本
霊
異
記
攷
証
』
の
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
版
本
の
自
筆
書
入
れ

で
、
上
四
縁
の
「
聖
人
知
聖
凡
夫
不
知
」
に
つ
い
て
、『
三
国
志
』
巻
二
十
三
・

魏
書
二
十
三
・
杜
襲
伝
「
夫
惟
賢
知
賢
、
惟
聖
知
聖
、
凡
人
安
能
知
非
凡
人
邪
」、

『
潜
夫
論
』
巻
二
政
第
九
「
惟
聖
知
聖
、
惟
賢
知
賢
」
を
指
摘
す
る
（
小
泉
道

『
日
本
霊
異
記
諸
本
の
研
究
』
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
九
年
）。
か
か
る
発
想
が
い

わ
ゆ
る
「
外
典
」
か
ら
来
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
佛
教
文
学
会
例
会
（
二
〇
一
四
年
四
月
二
十
六
日
、
於 

大
東
文
化

大
学
）
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
、
加
筆
補
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
ご
教

示
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。


